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社会教育事業の千歳市教育委員会共催・後援について 

  千歳市教育委員会では、団体が実施する教育・文化事業について、主催団体から申請が

あったときは、事業内容を審査したうえで共催、又は後援を行っています。 

１  共催とは                                                （規程第２条） 

教育委員会及び団体等が共同して行事等を企画又は立案し、かつ、その費用を負担、

し又は行事等に必要な施設設備若しくは労力を提供して行事等を実施することをいい

ます。 

  

２  後援とは                                                （規程第２条） 

教育委員会が、団体等の実施する行事等に名義的に参加することをいいます。 

    

３  承認条件について                                   （規程第２条・第３条） 

 （１）団体等とは 

    代表者、役員、会則、予算、年間事業等が明確な法人又は任意の団体をいいます。 

（２）事業内容 

  ・本市の教育、文化、スポーツなどの発展向上に資すると認められる行事等であるこ

と。 

    ・一般市民を対象とする行事等（管内規模以上のものを含む。）であること。 

  ・営利（一定の利益を上げる目的で実施する目的で行われる活動）を目的とする事業 

でないこと。ただし、決算において利益全部を慈善事業に寄附するなど正当な理由が

ある場合は営利事業としては扱いません。 

・政治活動（特定の政党、政治思想又は政治家を支持または反対する目的行われる活

動をいう。）又は宗教活動（特定の宗教の布教、宣伝その他教義に従い行われる活動

で、特定の宗教を促進し、又は他の宗教に干渉する目的で行われる活動をいう。）で

ないこと。 

 

４  申請手続きについて                                            （規程第４条） 

 （１）「共催・後援承認申請書」の提出 

      事業開始までに「共催・後援承認申請書（第１号様式）」を添付書類とともに生涯学

習推進係に提出してください。 

＊ 申請書記入の注意点 

「事業の目的及び内容等」 

    できるだけ詳しく記載してください。開催要項等がある場合は、「別紙（開催要 

  項）のとおり」と記載してもかまいません。 

「対象」 

    小学校４年生から６年生、６０歳以上、市民全般など詳しく記載してください。 

「主たる共催又は後援団体名」 

    市教育委員会以外に共催・後援（予定）する団体があれば記載してください。 

「事務局の住所・責任者名・電話」 

    事務局の連絡先（事務所又は責任者の自宅住所等）住所、責任者の氏名、電話 

  番号を記載してください。 
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＊ 添付書類 

１  事業の収支予算書 

２  開催要項・プログラム 

３  「千歳市社会教育関係団体」に登録していない団体が申請するときは、団体構 

  成員名簿（役員名を含む）、会則、年間事業計画書 

   

５  承認通知について                                （規程第５条・第６条・第７条） 

 （１）申請者への通知 

       申請に基づき、市教育委員会から「共催・後援承認通知書（第２号様式）」又は「共

催・後援不承認通知書（第３号様式）」により通知します。このときは教育委員会で

必要な条件が付される場合があります。 

 （２）承認の取消 

       申請内容に虚偽の事実が判明したときや、申請者が承認条件に違反したときなど     

は共催・後援の承認を取消すことがあります。また、これにより生じた損害等につ     

いて市教育委員会は一切の責任は負いません。 

（３）変更があった場合 

   承認を受けたものは、当該承認に係る行事等の内容に変更があった場合、直ちにそ

の旨を教育委員会に報告してください。なお、申請書に記載のある内容が変更となっ

た場合は、再度の申請が必要となりますのでご留意ください。 

   

６  事業実施後について                                            （規程第８条） 

事業実施後、必要に応じて行事等実施報告書（第４号様式）並びに事業決算書の提出

を求める場合があります。 

 

７ 情報の開示 

    共催・後援する事業は、千歳市が作成するホームページなどで事業の情報を提供させ 

  ていただきますのでご了承ください。 

 

～参考（申請書類・添付書類の作成要領・作成例）～ 

 

１  事業収支予算書 

    この事業に係る収入･支出の予算書を作成してください。収入は、参加費・補助金・ 

  寄付金など、支出は事務費（通信費・事務用品費など）や出演謝礼・旅費、会場借上げ 

  費などが考えられます。 

 

２  開催要項・プログラム（例） 

○○○○開催要項 
 

１  事業のねらい    ○○○○○○○○○○○○。 

２  事業の名称     ○○○○ 

３  対象        小学４年生～６年生３０名 
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４  主催        ○○○○実行委員会 

５  実施期日      ○年○月○日（○）～○月○日（○） 

６  会場        千歳市○○センター３階○○室 

７  事業内容      ○○○○ 

８  参加料（入場料） ひとり３，０００円 

 

３  団体構成員名簿（例） 

  ○○○実行委員会役員・会員名簿 

    団体の規約に規定する役員の氏名、住所、電話番号等、その他の会員の氏名、住所、 

  電話番号等を記載した名簿を作成してください。 

職名 氏名 住所 電話番号 

実行委員長 千  歳  太  郎 ○○○ △△－△△△△ 

実行副委員長 千  歳  次  郎 ○○○ △△－△△△△ 

事務局長 東  雲  花  子 ○○○ △△－△△△△ 

会計 清  水  梅  子 ○○○ △△－△△△△ 

企画   幸    四  郎 ○○○ △△－△△△△ 

監査 千代田  松  子 ○○○ △△－△△△△ 

会員   栄    竹  子 ○○○ △△－△△△△ 

 〃 北  栄  五  郎 ○○○ △△－△△△△ 

 

４ 会則（例） 

                    ○○○の会（○○○実行委員会）会則 

 

（名称及び所在） 

第 1条  この会は、○○○○の会と称し、事務局を○○○○に置く。 

（目的） 

第2条   この会は、○○○○○○○○○○○○○○（○○○の学習を通して会員相互の

親睦を図り、自らを高めるとともに市民文化の向上に寄与）することを目的とする。 

（事業） 

第3条 この会は、前条の目的の達成のため、次の事業を行う。 

（1） 会員の○○○○の技術向上のための学習会の実施。 

（2） ○○○○発表会の開催 

（3） ○○○○についての講座の開催 

（4） 会員相互の親睦 

（5） その他、会の目的の達成に必要とする事業 

（会の構成と入･退会） 

第4条  この会は、次の機関、団体により構成する。 

（1） ○○○会 

（2） ○○○会 

    （この会は、この会の目的に賛同するものをもって構成する。） 

３  この会の入会及び退会は、書面をもって行い、会長の承認を得るものとする。 

（役員） 

第5条  この会には、次の役員を置く。 

（1） 会長      1 名 

（2） 副会長    ○名 
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（3） 理事      ○名 

（4） 事務局長  1 名 

（5） 会計      ○名 

（6） 監査      ○名 

（役員の任務）   

第6条  役員の任務は次のとおりとする。 

（1） 会長は、この会を代表し、会の活動を総括する。 

（2） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（3） 理事は、会の運営にあたる。 

（4） 事務局長は、この会の運営、処理等事務を統括する。 

（5） 会計は、この会の資産を保管し、予算決算にかかる事務を担当する。 

（6） 監査は、会計を監査する。 

（役員の任期と選任・解任） 

第7条 この会の役員は、総会において選出し、任期は○年とする。ただし、再任を妨げ 

     ない。 

２  役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、補欠または増 

  員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者または現任者の在 

  任期間とする。（この会の役員の任期は、この会の発足の日から事業完了の日までと 

  する。） 

３  この会の役員が次の各号の一に該当するときは、その任期中にかかわらず総会にお  

いて○分の○以上の議決をもって解任することができる。 

（1） 心身の故障により任務の遂行に堪えないと認められるとき。 

（2） この会の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 

（会議等） 

第8条 総会は会長が招集し毎年○月に開催する。ただし、会長が必要と求めたときは、 

    臨時に総会を開催することができる。 

２  総会は、過半数の会員の出席で成立し、その議事は出席者の過半数をもって議決す 

  る。 

３  役員会は会長が招集し、過半数の役員の出席で成立する。役員会は予算の補正及び 

  総会にはかる時間のない緊急を要する事項、その他軽易な事項について、出席者の過 

  半数をもって議決執行する。 

（専門委員会） 

第9条  この会には、必要に応じて専門委員会を設けることができる。 

２  専門員会の設置は、役員会で決定する。 

（会計） 

第10条  この会の会計年度は、毎年 4月 1 日から翌年 3月 31 日までとする。 

２  この会の経費は、会費及び事業収入、その他の収入をもってあてる。 

３  この会の会費は、会員一人につき月額○○○円とする。ただし、会長が必要と認め 

  たときは臨時に会費を徴収することができる。 

（規約の改正） 

第 11 条  この規約は、総会の出席者の 3分の 2以上の賛成をもって改正する。 

（会長への委任） 

第12条  この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に 

  はかって定める。 

（施行時期） 

附   則  この会則は、○年○月○日から施行する。 
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※規約の作りかたの注意点 

 

１  団体の名称(第 1 条) 

    わかりやすく、団体が何を目的とするのか明確に示されているものが良いでしょう。 

２  目的(第２条) 

    団体が何をしようとするのか、なぜそれをしようとするのかを示してください。 

３  事業(第３条) 

    団体が社会教育の何の事業をしようとするのかを目的にそってわかりやすく重点的に 

  あげると良いでしょう。 

４  団体の構成と入・退会(第４条) 

    できるだけ広く門戸を開放し、入会資格は厳しく設けないほうが好ましいでしょう。 

５  役員(第５～７条) 

    役員は、代表者(会長)、事務局長、会計、監査を最低限設けてください。役員の任務 

  や選出方法についても明確に示しておくことが良いでしょう。 

６  会議等(第８条) 

    決議機関である総会や役員会の回数や定足数などの議事規定を設けておくことが良い 

  でしょう。 

７  専門委員会(第９条) 

    会員数の大きな団体等では、各種の専門委員会を設けて各委員会がその事業を進める 

  ことが良い場合があります。例としては、常置的なものとして企画委員会、広報委員会、 

  財務委員会、レクリエーション委員会など、その他臨時の特別委員会があります。 

８  会計(第 10 条) 

    団体の会計年度、収入の内容、会費の金額等を示しておく必要があるでしょう。 

９  規約の改正・会長への委任(第 11・12 条) 

    規約の改正が必要になったときの議決方法（議決機関、定足数など）や規約に規定さ 

  れていない事項の決定機関（会長、役員会など）を示しておくと良いでしょう。 

    団体の規約に規定する役員の氏名、住所、電話番号等、その他の会員の氏名、住所、 

  電話番号等を記載した名簿を作成してください。 

 

５  年間事業計画書（例） 

 

  令和○年度 ちとせ○○○実行委員会 事業計画書 

      ○年○月○日  第１回実行委員会会議 

      ○年○月○日  関係機関との打合せ会議 

      ○年○月○日  第２回実行委員会会議 

      ○年○月○日  会場設営 

      ○年○月○日  事業「○○体験教室」会場準備 

      ○年○月○日  事業「○○体験教室」実施 

      ○年○月○日  決算報告・事業実施報告書の作成 

 


